
第１ ０ 章 道  路 
 

１  道路の概要  

( 1)  概要 

  本県の道路は、 県土を南北に縦貫する 一般国道７ 号及び一般国道13号を基軸と し て高速

自動車国道３ 路線、 一般国道15路線、 県道251路線で基幹道路網を形成し ている 。  

さ ら に、 市町村道28, 535路線を含める と こ れら の延長は17, 055. 5ｋ ｍに及んでいる 。  

こ れを 道路種別毎に分ける と 、 高速自動車国道は226. 0ｋ ｍで全体の1. 3％、 一般国道は

1, 119. 1ｋ ｍで6. 6％、県道は2, 588. 8ｋ ｍで15. 2％を占め、市町村道は13, 121. 6ｋ ｍで76. 9％

と なっている 。  

 こ れら の道路の整備状況を 県が管理する 国県道についてみる と 、 国道568. 3ｋ ｍ、 県道

2, 588. 8ｋ ｍでこ れら の改良率は90. 1％、 舗装率は92. 8％と なっている 。  
 ( 令和５ 年４ 月１ 日)
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 ( 3)  大規模自転車道 

大規模自転車道と は、 自転車交通の安全を確保し 、 あわせて心身の健全な発達に資する

こ と を目的と し た、 いわゆる レ ク リ エーショ ンサイ ク リ ング道路であり 、 本県には下記の

３ 路線がある 。  

なお、 令和４ 年３ 月に策定さ れた「 第２ 次山形県自転車活用推進計画」 の「 山形県自転

車ネッ ト ワ ーク 計画」 において、 いずれも 広域的なサイ ク リ ングモデルルート に設定さ れ

ている 。  

 

① さ く ら んぼサイ ク リ ングロ ード  

   ・ 路線名 一般県道間沢寒河江山形自転車道線 

   ・ 区 間 西川町間沢～山形市山寺 

   ・ 延 長 L＝37. 3㎞ 

   ・ 幅 員 W＝2. 0( 3. 0) m 

   ・ 事業年度 昭和51年度～昭和59年度( S60. 3月完成)  

 

② 置賜自転車道 

   ・ 路線名 一般県道米沢県南公園自転車道線 

   ・ 区 間 米沢市金池～高畠町蛭沢 

   ・ 延 長 L＝23. 9㎞( う ち、 ま ほろば緑道5. 9㎞)  

   ・ 幅 員 W＝2. 0( 3. 0) m 

   ・ 事業年度 昭和60年度～平成４ 年度( H5. 3月完成)  

( ま ほろば緑道は昭和51年度～昭和61年度に高畠町が都市公園事業で整備)  

 

③ 庄内自転車道 

   ・ 路線名 一般県道立川鶴岡自転車道線 

   ・ 区 間 庄内町木の沢の一部 及び 鶴岡市羽黒町手向～鶴岡市日の出 

   ・ 延 長 L＝16. 8km 

（ 全体計画延長は40. 8㎞（ 庄内町清川～鶴岡市日の出） だが、 H16よ り 整備を休止） 

   ・ 幅 員 W＝3. 0( 4. 0) m 

   ・ 事業年度 平成５ 年度～平成15年度( H16. 7月一部供用)  

  

( 4)  道の駅 

「 道の駅」 と は、 道路利用者がいつでも 自由に休憩し 、 清潔なト イ レ を利用でき る 「 休

憩機能」 と 、 地域においては、 人と 人、 人と 地域と の交流によ り 、 地域がも つ魅力を知って

も ら い、 人・ 歴史・ 文化・ 風景・ 産物等の地域に関する 情報を提供する「 情報発信機能」 、

「 道の駅」 をき っかけと し て活力ある 地域づく り を行う ための「 地域の連携機能」 を備え

た施設である 。 整備手法と し ては、 道路管理者が交通安全事業の簡易パーキン グエリ アと

し て休憩施設を 整備し て市町村等が各種の地域振興施設を整備する 「 一体型」 と 、 市町村

等が単独で休憩施設や地域振興施設を整備する 「 単独型」 がある 。  

 

＜近年の供用状況＞ 

平成28年10月８ 日、 一般国道47号沿いに道の駅｢し ょ う ない｣が供用。  

平成29年４ 月21日、 一般国道287号沿いに道の駅｢川のみなと 長井｣が供用。  

平成30年４ 月20日、 主要地方道米沢高畠線沿いに道の駅「 米沢」 が供用。  

令和５ 年11月26日、 国道47号沿いに道の駅「 も がみ」 が供用。  

令和５ 年12月３ 日、 国道13号沿いに道の駅「 やま がた蔵王」 が供用。  
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山形県内においては、 次の23箇所が「 道の駅｣と し て登録さ れている 。  

（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）  

 
 

一体型 単独型

国道112号

月　 山

【 月山あさ ひ博物村】

河　 北 国道287号

【 ぶら っ と ぴあ】 河北町谷地

寒河江 国道112号

【 チェ リ ーラ ンド 】 寒河江市八鍬

国道7号

あつみ

【 夕陽のま ち　 し ゃり ん】

にし かわ 国道112号

【 月山銘水館】 西川町水沢

いいで 国道113号

【 めざみの里観光物産館】 飯豊町松原

むら やま 国道13号

【 村山市故里交流施設】 村山市楯岡

と ざわ 国道47号

【 モモカミ の里「 高麗館」 】 戸沢村蔵岡

鳥　 海

国道7号

遊佐町菅里

田　 沢 国道121号

【 なごみの郷】 米沢市入田沢

国道113号

白い森おぐ に 小国町

【 ぶな茶屋】 小国小坂町

おおえ 国道287号

【 テルメ 柏陵】 大江町藤田

庄内みかわ ( 一) 鶴岡広野線

【 いろり 火の里】 三川町横山

たかはた 国道113号

【 ま ほろばス テーショ ン】 高畠町安久津

天童温泉 国道13号

【 わく わく ラ ンド 】 天童市鍬ノ 町

尾花沢 国道13号

【 花笠の里「 ねま る 」 】 尾花沢市芦沢

白鷹ヤナ公園 国道287号

【 最上川あゆと ぴあ】 白鷹町下山

あさ ひま ち 国道287号

【 り んごの森】 朝日町和合

し ょ う ない 国道47号

【 風車市場】 庄内町狩川

川のみなと 長井 国道287号

長井市東町

米　 沢 ( 主) 米沢高畠線

米沢市川井

最上町

も がみ 国道47号 R5. 8. 4 R5. 11. 26
【 あっ つぇ 】 最上町志茂 （ 国交省）

山形市

やま がた蔵王 国道13号 R5. 8. 4 R5. 12. 3
山形市表蔵王 （ 国交省）

合　 計 23 10 13

鶴岡市

（ 国交省）

H8. 4. 16

H19. 4. 25

H9. 4. 5

H10. 4. 9

尾花沢市

（ 国交省）
H19. 3. 1

H19. 3. 1

寒河江市

（ 国交省）

河北町

（ 山形県）

13

17

14

15

16

三川町
( 国交省

→山形県）

H10. 10. 24

○

○

○

○

23 ○

登録

○

遊佐町

( 国交省)

米沢市

（ 山形県）

20 ○

7

9

8

10

11

12

18 ○

白鷹町

( 山形県)

朝日町

( 山形県)

○

H5. 4. 22

H7. 4. 11

H3. 7. 24

○

H16. 11. 9

○

H12. 8. 18

H16. 8. 10

高畠町

( 山形県)

天童市

( 国交省)

1

2

3

4

5

6

駅　 名 市町村名
整備手法

○

○

○

○

設置主体

鶴岡市( 旧朝日村)
越中山

鶴岡市( 旧温海町)
早田

供用
開始

H4. 10. 20

H6. 4. 2

H4. 5. 2

H9. 3. 30

H10. 4. 27

H9. 8. 1

H9. 4. 11

H9. 4. 11

H9. 4. 11

○

H12. 3. 5

○

H5. 4. 22

H5. 4. 22

H10. 10. 9

H5. 4. 22

H10. 4. 17

H11. 8. 27

鶴岡市

（ 国交省）

西川町

（ 国交省）

飯豊町

（ 国交省）

村山市

（ 国交省）

戸沢村

( 国交省)

H9. 4. 11

H10. 4. 17
小国町

( 国交省)

大江町

（ 山形県）

○

22

○

19 ○
庄内町

（ 国交省）
H28. 5. 10 H28. 10. 8

長井市

( 山形県)
H28. 10. 7 H29. 4. 21

○

米沢市

（ 山形県）
H29. 11. 17 H30. 4. 20

H27. 4. 15 H27. 10. 1

【 ( 森のエリ ア) ふら っと ,

( 海のエリ ア) 遊楽里】

H12. 4. 29

H16. 11. 3

H19. 8. 6

21

○

○
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 ( 5)  道路整備の推移 

① 改良率( ４ 月１ 日現在。 国・ 都道府県道は車道幅員5. 5ｍ以上のも の)  

 

  [ 出典： 道路統計年報2019～2023]  

 
 

 

 

② 舗装率( ４ 月１ 日現在。 簡易舗装含む)   

 

[ 出典： 道路統計年報2019～2023]   
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③ 橋り ょ う ( 橋長15m以上) の現状［ 出典： 道路統計年報2023］  

 

 

  

580

363

384

213

1491

45.9

27.9

25.3

23.5

63.9 一般国道（永久）

主要地方道（永久）

一般県道（永久）

高速自動車道（永久）

市町村道

橋長 186.5㎞
箇所数 3,031橋

（R4.3.31）

内側：箇所数
外側：橋長（km）
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( 6)   山形県道路公社 

山形県道路公社は、 有料道路の建設、 管理を総合的かつ効果的に行う こ と 等によ り 、 幹

線道路の整備を 促進し て交通の円滑化を 図り 、 も って住民の福祉の増進と 産業経済の発展

に寄与する こ と を目的と し ており 、 山形駅西口駐車場の経営等を行っている 。  

① 組織( 令和６ 年４ 月１ 日現在。 以下同じ )  

設立： 昭和46年４ 月１ 日、 基本財産： 366, 000千円( 山形県出資)  

 

 
 

 ※理事長及び監事は知事が任命する 。  

 

② 役員数 理事長１ 、 理事３ 、 監事２  

 

③ 職員数 

区 分 
本      社 管理事務所 

計 
常勤職員 非常勤職員 常勤職員 非常勤職員 

専任職員 － ４  － ４  ８  

併任職員 ２  １  － － ３  

計 ２  ５  － ４  11 

 

④ 有料駐車場の概要 

駐車場

名 
路線名 区 間 

事業費 

( 千円)  

営業 

開始 

収容 

台数 
備   考 

 

山形駅

西 口 

駐車場 

市 道 

駅 西 

３ 号 

４ 号 

幹 線 

 

山形市

城南町

一丁目 

 

1, 220, 000 

 

H12.  

12. 14 

 

345台 

霞城セント ラ ル内 

鉄骨耐火構造８ 階８ 層 

延床面積11, 364㎡ 

料金: 最初の30分ま で210円、以後30分毎に

100円。1日上限料金1, 230円( H18. 4. 1新設)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 

監 事 

理 事 事務局長 管 理 課 

総 務 課 

山形駅西口駐車場管理事務所 
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２  道路の整備・ 管理について 

 

◆山形県道路中期計画2028（ H31. 03策定、 R06. 03改定）  

  みちづく り の３ つの柱と ９ つの施策 

 Ⅰ． 県内産業や観光の振興 

  を支える 社会基盤と な 

  る みちづく り  

① 県土の基盤と なる 広域道路ネッ ト ワ ーク の整

備促進・ 機能強化と 未事業化区間の着手 

② 広域道路ネッ ト ワ ーク を活かす追加I C( ス マー

ト I C含む) 及びI Cや拠点へのアク セス 道路の整

備促進 

③ 高速道路から 県内各地へのゲート ウ ェ イ と な

る 「 道の駅」 等への支援 

 

 Ⅱ． 災害を未然に防止し 安 

  全・ 安心に利用でき る  

  みちづく り  

④ 防災・ 減災、 県土強靭化に向けた道路の機能強

化と 災害発生 

時における 対応の迅速化 

⑤ 人にやさ し く 安全・ 安心な道路整備に向けた多

様な取組みの推進 

⑥ 予防保全型維持管理など によ る 計画的な道路

施設の長寿命化と 効率的な道路維持管理の推

進 

 

 Ⅲ． 既存ス ト ッ ク を有効活 

  用し 快適な暮ら し と 地 

  域の活力を生み出すみ 

  ちづく り  

⑦ 生活圏域・ 都市間ネッ ト ワ ーク 及び生活幹線道

路の整備促進 

⑧ 街なかに賑わいを創出する みちづく り の推進 

⑨ 山形の特性を 活かし た道路ス ト ッ ク ( 施設) を

かし こ く 使う みちづく り の推進 

 

    

 

Ⅰ 県内産業や観光の振興を支える 社会基盤と なる みちづく り  

 

( 1)  県土の基盤と なる 広域道路ネッ ト ワ ーク の整備促進・ 機能強化と 未事業化区間の着手 

①高速自動車国道 

   高速自動車国道は、 国土開発幹線自動車道建設法に基づき 、 産業の発展及び生活領域

の拡大等を目的と し て建設さ れる 高速幹線自動車道である 。  

 

（ a）  東北横断自動車道酒田線( 山形自動車道)  

    仙台市を起点と し 、 東北縦貫自動車道の村田ジャ ンク ショ ンから 分岐、 山形市、 寒

河江市、 鶴岡市など を 経由し て酒田市に至る 総延長約158㎞( 県内延長約131㎞) の高速

道路である 。  

    県内においては、 平成元年の山形北I C～寒河江I C間の開通以来、 順次供用区間が延

長さ れ平成13年８ 月酒田I C～酒田みなと I C間が供用し たこ と によ り 、 月山道路を介し

て、 太平洋沿岸部と 日本海沿岸部を最短時間で結ぶルート が完成し た。  

    交通量の増加に伴う ４ 車線化については、 平成10年９ 月に関沢I C～山形蔵王I C間の

開通以来、 順次開通さ れ平成14年11月に笹谷I C～関沢I C間( 笹谷ト ンネル) が開通し た

こ と によ り 、 村田ジャ ンク ショ ンから 山形ジャ ンク ショ ンま でが４ 車線で繋がった。  

    ま た、 平成14年11月に上り 線に救急車専用退出路が完成し 、 救命救急センタ ーのあ

る 県立中央病院ま で、 西村山地域から の搬送時間がこ れま でよ り 約10分短縮さ れ、 さ
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ら に東北中央自動車道と の連結によ り 、 西村山に加え、 北村山、 上山などから の広域

的な利用が可能と なっ た。 平成18年10月に寒河江SAス マート I Cが恒久化（ 平成26年６

月から 24時間運用） し たこ と によ り 、 西村山地域の高速道路の利便性が向上する と と

も に、 救急搬送にも 寄与し ている 。  

 

( b)  日本海沿岸東北自動車道( 日本海東北自動車道)  

    新潟市を起点と し 、 鶴岡市、 酒田市、 秋田市、 能代市を 経由し て青森市に至る 総延

長約322㎞ ( 県内延長約53㎞) の高速道路で、 北陸自動車道、 関越自動車道、 東北横断

自動車道いわき 新潟線、同酒田線、同釜石秋田線、東北縦貫自動車道と 連絡し 、東北日

本海沿岸の縦貫軸を形成する 重要な路線である 。  

ま た、本県にと っては、庄内空港、酒田港及び東北横断自動車道酒田線に連絡する 庄

内地域の開発上大き な役割を果たす路線である 。  

    平成25年度の「 朝日温海道路」 と 「 遊佐象潟道路」 の事業着手によ り 、 未開通区間の

全線が事業化さ れている 。  

 

＜開通区間＞ 

区間／箇所名等 開通年月 開通延長 

あつみ温泉I C～鶴岡JCT 平成24年３ 月 25. 8km 

酒田みなと I C～遊佐比子I C 令和２ 年12月 5. 5km 

遊佐比子I C～遊佐鳥海I C 令和６ 年３ 月 6. 5km 

 

   ＜事業中区間＞ 

区間／箇所名等 事業着手 開通見込み時期 

朝日温海道路 

〔 朝日ま ほろばI C 

～あつみ温泉I C〕  

平成25年度 未定 

遊佐象潟道路 

〔 遊佐鳥海I C～象潟I C) 〕  
平成25年度 

令和７ 年度 ( 小砂川I C)  ～ 象潟I C 

令和８ 年度 遊佐鳥海I C ～ ( 小砂川I C)  

（  ） 書き I Cは仮称 

 

( c)   東北中央自動車道 

    相馬市を起点と し 、 本県内陸部を経由し て横手市に至る 総延長約268㎞( 県内延長約

157㎞) の高速道路で、福島・ 秋田・ 山形の３ 県の内陸部の主要都市を結ぶと と も に、常

磐自動車道、東北縦貫自動車道、東北横断自動車道酒田線及び同釜石秋田線と 連絡し 、

東日本地域の太平洋沿岸部、 日本海沿岸部と の縦横の高規格道路網を形成する 重要な

路線である 。  

    平成30年度の「 金山道路」 の事業着手によ り 、 未開通区間の全線が事業化さ れてい

る 。  

東根北I C～村山本飯田I C間が令和４ 年10月に開通し たこ と で、 最上地域ま でが高速

道路ネッ ト ワ ーク で首都圏と 直結し た。  
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＜開通区間＞ 

区間／箇所名等 開通年月 開通延長 

米沢北I C～南陽高畠I C 平成９ 年11月 8. 8km 

尾花沢新庄道路 

〔 川原子I C～新庄I C〕  
平成11年11月 8. 1km 

山形上山I C～東根I C 平成14年９ 月 27. 1km 

主寝坂道路 

〔 中田I C～真室川町及位〕  
平成17年11月 5. 0km 

尾花沢新庄道路 

〔 野黒沢I C～川原子I C〕  
平成18年11月 6. 1km 

主寝坂道路 

〔 ( 金山北I C) ～中田I C〕  
平成20年３ 月 4. 9km 

新庄北道路 

〔 新庄I C～( 新庄北I C) 〕  
平成23年３ 月 4. 7km 

尾花沢新庄道路 

〔 尾花沢I C～野黒沢I C〕  
平成26年11月 4. 0km 

福島大笹生I C～米沢北I C 平成29年11月 34. 4km 

大石田村山I C～尾花沢I C 平成30年４ 月 5. 3km 

東根I C～東根北I C 平成31年３ 月 4. 3km 

南陽高畠I C～山形上山I C 平成31年４ 月 24. 4km 

村山本飯田I C～大石田村山I C 令和３ 年12月 4. 5km 

東根北I C～村山本飯田I C 令和４ 年10月 8. 9km 

泉田道路 

〔 新庄鮭川I C～新庄真室川I C〕  
令和４ 年11月 8. 2km 

（  ） 書き I Cは仮称 
 

  

 

   ＜事業中区間＞ 

（  ） 書き I Cは仮称 

 

 

 

区間／箇所名等 事業着手 開通見込み時期 

新庄金山道路 

〔 新庄真室川I C～( 金山I C) 〕  
平成27年度 未定 

真室川雄勝道路 

〔 真室川町及位～( 上院内I C) 〕  
平成29年度 未定 

金山道路 

〔 ( 金山I C) ～( 金山北I C) 〕  
平成30年度 未定 
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②地域高規格道路 

   地域高規格道路は、 高規格幹線道路網と 一体と なって、 地域の連携によ る 地域集積

圏の形成、 集積圏相互の交流の促進、 交通拠点等と の連結を図る ための道路である 。  

    本県においては、 平成６ 年12月に２ 路線が計画路線に、 平成10年６ 月に１ 路線が候

補路線に指定さ れた。  

 

＜計画路線： Ｈ6. 12指定＞ 

( a)  新庄酒田道路 

新庄市を起点と し 、 酒田市に至る 延長約50㎞の道路であり 、 新庄地域集積圏と 庄内

地域集積圏と を連結し 、 東北中央自動車道、 日本海沿岸東北自動車道、 東北横断自動

車道酒田線等と あわせて格子状骨格道路ネッ ト ワ ーク を形成する 路線である 。  

 

＜開通区間＞ 

区間／箇所名等 開通年月 開通延長 

新庄南バイ パス  

〔 新庄市鳥越～本合海〕  
平成14年５ 月 4. 0km 

新庄古口道路 

〔 新庄市本合海～升形〕  
平成27年11月 2. 4km 

余目酒田道路 

〔 酒田市新堀～酒田市東町〕  
平成27年11月 5. 9km 

余目酒田道路 

〔 庄内町廻舘～酒田市新堀〕  
平成30年３ 月 6. 8km 

新庄古口道路 

〔 戸沢村津谷～古口〕  
平成30年７ 月 2. 2km 

 

   ＜事業中区間＞ 

区間／箇所名等 事業着手 開通見込み時期 

新庄古口道路 

〔 新庄市升形～戸沢村津谷〕  
平成17年度 令和６ 年度 

高屋道路 

〔 戸沢村古口地内〕  
平成18年度 未定 

高屋防災 

〔 戸沢村古口地内〕  
令和２ 年度 未定 

戸沢立川道路 

〔 戸沢村草薙～庄内町狩川〕  
令和３ 年度 未定 

 

＜未事業化区間＞ 

区間／箇所名等 進捗状況 

庄内町狩川～廻館 調査区間未指定 

 

( b)  新潟山形南部連絡道路 

新潟県村上市を起点と し 、東置賜郡高畠町に至る 延長約80㎞（ う ち県内区間約50㎞）

の道路であり 、 新潟地域集積圏内の村上地方生活圏と 米沢地域集積圏と を連結し 、 日

本海沿岸東北自動車道、 東北中央自動車道、 東北横断自動車道酒田線等と あわせて格

子状骨格道路ネッ ト ワ ーク を形成する 路線である 。  
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＜開通区間＞ 

区間／箇所名等 開通年月 開通延長 

赤湯バイ パス  

〔 南陽市鍋田～高畠町深沼〕  
平成15年11月 1. 2km 

赤湯バイ パス  

〔 南陽市島貫～南陽市鍋田〕  
平成20年５ 月 2. 0km 

赤湯バイ パス  

〔 南陽市竹原～南陽市島貫〕  
平成21年３ 月 4. 0km 

梨郷道路 

〔 長井市今泉～南陽市竹原〕  
令和６ 年３ 月 6. 5km 

 

   ＜事業中区間＞ 

区間／箇所名等 事業着手 開通見込み時期 

小国道路 

〔 関川村金丸～小国町松岡〕  
平成31年度 未定 

 

 

＜未事業化区間＞ 

区間／箇所名等 進捗状況 

小国町松岡～長井市今泉 
調査区間未指定 

※「 小国～飯豊」 間： 概略ルート ・ 構造の検討に着手（ R5）  

 

＜候補路線： Ｈ10. 6指定＞ 

( c)  石巻新庄道路 

宮城県石巻市を起点と し 、 新庄市に至る 道路であり 、 ｢新庄酒田道路｣と 一体と なっ

て、重要港湾を持つ石巻市と 酒田市を結ぶこ と によ り 、日本海側と 太平洋側と の経済・

物流活動や観光等の交流を促進する も のである 。  

※候補路線； 地域高規格道路と し て整備を進める こ と の妥当性・ 緊急性等について

検討を進める 路線 

 

( 2)   広域道路ネッ ト ワ ーク を活かす追加I C( ス マート I C含む) 及びI Cや拠点へのアク セス 道

路の整備促進 

 

県民及び来訪者が高速道路を 利用し やすい環境を整える ため、 追加I C・ ス マート I Cの整備

を促進する 。 加えて、 産業や観光の振興を図る ため、 I Cに接続する アク セス 道路の整備を促

進する 。  

 ま た、 重要物流道路の基幹道路同士や物流拠点を結ぶアク セス 路の整備を推進する 。  

 

( 3)  高速道路から 県内各地へのゲート ウ ェ イ と なる 「 道の駅」 等への支援 

 

 圏域の様々な観光、 地域情報を発信し 、 各圏域内の隅々に県外から の来訪者を導く ゲート

ウ ェ イ と なる 「 道の駅」 等の整備促進に向けた市町村の取組を支援する 。  

 

  「 道の駅」 の活性化支援 

   ・ 「 道の駅」 連絡会の開催等によ る 道の駅間の連携促進 

   ・ フ リ ーペーパー等広報誌を活用し 、 自動車によ る 県内の周遊観光の情報発信 
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Ⅱ 災害を未然に防止し 安全・ 安心に利用でき る みちづく り  

 

( 1)  防災・ 減災、 県土強靭化に向けた道路の機能強化と 災害発生時における 対応の迅速化 

 

 災害発生直後から 避難・ 救助や物資供給等の応急活動のために緊急車両通行を確保すべき

重要な路線である「 緊急輸送道路」 や重要物流道路のぜい弱区間に対する「 代替路」 、 災害時

の物流拠点へアク セス する 「 補完路」 及び孤立集落アク セス ルート 等について、 橋梁の耐震

化を優先的に実施する 。  

 

①  緊急輸送道路等における 耐震化・ 老朽橋梁の架替 

山形県が管理する 道路のう ち、 第1次緊急輸送道路101km、 第2次緊急輸送道路957kmにつ

いて耐震性等の強化を行い、 地震時の緊急輸送道路ネッ ト ワ ーク 機能強化を推進する 。  

 

② 道路における 防災対策の推進 

局地的な豪雨など、 自然災害の多発化・ 凶暴化に対応する ため、 既存道路の斜面対策や

冠水対策等を推進する と と も に、 雪国である 山形県にと って必須である 冬期の交通空間確

保のための堆雪幅の拡幅、 流雪溝の整備、 及び防雪柵整備によ る 地吹雪対策等を引き 続き

推進する 。  

特に平成30年度に実施し た重要イ ンフ ラ 緊急点検結果に基づき 、 対策が必要と さ れた箇

所のう ち、 緊急輸送道路について、 防災対策工事を優先し て実施する ほか、 緊急輸送道路

において老朽化や機能不足等が著し い橋梁の架替更新を実施する こ と と し 、 震災時の緊急

輸送道路の確保に努める 。  

 

 

( a)  防雪 

防雪工実績延長     令和４ 年12月１ 日現在 

種   別 延 長 

ス ノ ーシ ェ ッ ド 等 

散水消雪（ 車道）  

無散水消雪（ 車道）  

無散水消雪（ 歩道）  

流 雪 溝 

防 雪 柵 

3. 8km 

85. 9㎞ 

6. 8㎞ 

37. 6㎞ 

111. 4㎞ 

231. 9㎞ 

 

 ( 2)  人にやさ し く 安全・ 安心な道路整備に向けた多様な取組みの推進 

 

  「 山形県通学路安全確保対策プロ グラ ム」 及び「 市町村版通学路交通安全プロ グラ ム」

に掲げる Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルのも と で、 学校関係者、 警察、 地域、 道路管理者が連携し て通

学路の点検を行い、歩道設置、交差点改良やゾーン30プラ ス 等の交通安全対策を推進する 。  

ま た、 進行する 高齢化を見据えて、 限ら れた予算内で広く 効果発現でき る よ う 、 通学路

点検結果や事故データ を基に多様な交通安全対策を 実施し 、 子ど も だけではなく 高齢者や

障がい者にも 優し い歩行空間を創出する 。  
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 ① 交通安全対策 

( a)  特定交通安全施設等整備事業指定道路延長( 令和４ 年３ 月指定)     ( 単位： ㎞)  

 
※ 各号は、交通安全施設等整備事業の促進に関する法律施行規則第１条に規定する指定の基準による 

１号 交通量に応じた交通事故死傷率が一定の数値以上である区間 

２号 単位面積当たりの人の死傷に係る交通事故の発生が特に多いと認められる地区内の道路 

３号 付近に幼稚園、小学校等があること、市街地を形成している地域内にあり、且つ交通が著しく輻輳して

いること、またその他特殊な事情により交通事故が多発する恐れが大きいと認められる区間 

４号 交通の円滑化を図ることにより効果的に交通事故を防止することができると認められる地区内の道路 

※ 法指定通学路とは、交通安全施設等整備事業の促進に関する法律施行規則第４条に規定する通学路 

 

( b)  歩道等の設置状況( 県管理道路)              令和６ 年４ 月１ 日現在 

 

 

 

( 3)  予防保全型維持管理など によ る 計画的な道路施設の長寿命化と 効率的な道路維持管理

の推進 

 

 ① 予防保全型維持管理によ る 道路施設の長寿命化 

 

  高度成長期に集中的に整備さ れた橋梁の老朽化が進行し 、 対策が必要な橋梁が今後急速

に増加する こ と を踏ま え、 長期的な維持管理コ ス ト 縮減、 予算の平準化を推進する 。  

ま た、 ト ンネル等の大型構造物について、 健全性の維持と 第三者被害防止の観点から 定

期点検を実施し 、 効率的な維持管理を実施する 。  

 

② 的確な維持管理の実施 

道路の構造を保全し 円滑な交通を確保する ため、 的確な維持管理、 除雪を実施する 。  

建設業界においても 深刻化し ている 高齢化や担い手不足下であっても 、 道路の適切な日

常管理や除雪、 災害対応等によ る 円滑な交通を確保する ため、 AI 等のデジタ ル技術を活用

し た維持管理の省力化・ 効率化を推進 

ま た、 限ら れた予算の中で維持管理水準を維持する ため、 道路監視、 維持修繕業務や除

雪業務の受託者と の役割分担のも と 、 地域や企業、 団体、 Ｎ Ｐ Ｏ 等の力を活かし た県民協

働によ る 効率的な維持管理を実施する 。  

 

幅の広い歩道 歩道のべ延長 

総幅員3m以上の歩道延長 

（ 幅広率）  

2, 116 ㎞ 

1, 025 ㎞ 

（ 48. 4%）  

立体横断施設 歩 道 橋 

地 下 道 

25橋 

27ヵ 所 
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( a)  道路の維持管理 

山形県が管理し ている 道路延長は、 一般国道、 主要地方道、 一般県道( 独立専用自歩

道除く ) を合わせて3, 092. 3㎞で、 外に一般国道の指定区間は、 国土交通省山形、 酒田

の各河川国道事務所が管理し ている 。  

令和５ 年度の維持管理体制は、 ４ 総合支庁が担当し 、 維持管理にあたっている 。  

 

除雪                   令和５ 年12月１ 日現在( 単位延長： ㎞)  

道 路 

 

種 別 

管理延長(A) 

雪 寒 

指 定 

延 長 

令和４  

年度除 

雪延長 

令和５ 年度除雪延長 ( B) の う

ち 消 雪

道 路 延

長 

管 理 延 長

に 対 す る

除雪率 

( B) /( A)  

除雪延長

に対する

委託率 

( ％)  
公共 単独 計( B)  

一 般 

国 道 
571. 3 571. 1 502. 4 502. 2 0. 0 502. 2 8. 4 88. 4 100 

主 要 

地方道 
1, 152. 3 1, 125. 6 1, 049. 2 1, 048. 1 0. 0 1, 048. 1 40. 9 91. 0 100 

一 般 

県 道 
1, 367. 5 1, 285. 8 1, 200. 9 1, 200. 8 0. 0 1, 200. 8 42. 0 87. 8 100 

計 3, 091. 1 2, 982. 5 2, 752. 5 2, 754. 1 0. 0 2, 754. 1 91. 3 89. 1 100 

※自転車道を含ま ない。  

 

   路面内訳、 道路管理体制      令和５ 年４ 月１ 日現在 

種  別 延長( ㎞)  

道 路 監 視 員  

パト ロ ールカー 

72  人  

19  台  

砂利道   68. 3 

舗装道 2, 863. 2 

防じ ん   159. 3 

計 3, 090. 8 

     注) 延長欄は、 自転車道を含ま ない。  

 

機  械  名 台 数 

 維持作業車( Wキ ャ ブ )  10 

 ダ ン プ ト ラ ッ ク  13 

 散 水 車 8 

 路 面 清 掃 車 8 

 リ フ ト 車 1 

 草 刈 装 置 ( ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ )  13 

 

( b)  道路情報連絡  

道路における 災害、 ま たは工事によ る 交通規制、 その他異常事態発生等によ る 情報

を道路利用者に提供し 、 交通の安全を図る ため、 ( 公財) 日本道路交通情報セン タ ーに

委託し ている 。  

 

③ 県民協働によ る 維持管理の推進 

( a)  ふれあいの道路愛護事業 

県が管理する 道路の美化活動、 歩道除雪等を積極的に行う 自治会や企業等の団体に対

し 、 活動費の助成や、 活動表示板の給付を通じ て支援し ている 。  

93



( ⅰ)  県の支援内容 

・  団体への活動負担金 

団体は、 作業道具（ 草刈鎌、 軍手、 ゴミ 袋など ） 購入、 除雪機燃料、 傷害保険料な

ど に使用し ている 。  

・  団体活動Ｐ Ｒ のための表示板の設置 

・  活動団体と の意見交換会の開催 

・  県ホームページによ る 活動紹介 

・  団体向けの広報紙作成 

( ⅱ)  支援の条件 

・  協定の締結（ 団体の役割、 県の役割と 支援、 連絡体制、 団体の保険加入）  

・  団体は、 次の業務のいずれかを原則年間を通じ て実施 

    清掃 側溝清掃 除草、 草刈 樹木剪定 植栽活動 歩道除雪（ 冬季のみ）  

( ⅲ)  活動団体   

令和３ 年度  532 団体（ 清掃・ 草刈など ： 468 団体 歩道除雪： 64 団体）  

令和４ 年度  558 団体（ 清掃・ 草刈など ： 493 団体 歩道除雪： 65 団体）  

令和５ 年度  553 団体（ 清掃・ 草刈など ： 491 団体 歩道除雪： 62 団体）  

  ( ⅳ)  事業の効果 

・  道路愛護意識の醸成と 地域コ ミ ュ ニティ の形成への寄与( 県民意識の変化)  

・  良好な道路環境の保全（ 不法投棄の防止）  

・  県が行う 道路維持管理費の軽減 

 

Ⅲ． 既存ス ト ッ ク を有効活用し 快適な暮ら し と 地域の活力を生み出すみちづく り  

( 1) 生活圏域・ 都市間ネッ ト ワ ーク 及び生活幹線道路の整備促進 

① 生活圏間・ 都市間ネッ ト ワ ーク の整備推進 

生活圏間・ 都市間の交流連携、 生活関連サービ ス の確保、 地域社会の維持等のため、 一

般国道や主要な県道において道路の改築・ 拡幅やバイ パス の整備を推進する 。  

 

② 地域の実情に応じ た効果的な整備の推進 

  限ら れた予算の中で、 事業箇所の選択と 集中を図り ながら 、 部分的な拡幅や待避所の設

置、 視距改良等地域の実情に応じ た効果的な整備を推進する 。  

 

( 2) 街なかに賑わいを創出する みちづく り の推進 

① 無電柱化や賑わい空間形成に向けた取組を推進 

沿線住民や観光客に親し ま れる 良好な景観を創出する ため、 道路改良等を契機と し た無

電柱化を推進する 。  

 

② 渋滞解消対策の推進 

  道路改良や交差点改良等を行い、 渋滞箇所の解消を図っていく 。  

 

( 3) 山形の特性を活かし た道路ス ト ッ ク ( 施設) をかし こ く 使う みちづく り の推進 

① 自転車の利用環境の整備 

  平成29年の自転車活用推進法の施行を踏ま え、安全な自転車の利用環境を確保する ため、

道路の拡幅等に合わせて整備し た堆雪幅を自転車の利用空間と し て活用する“ 山形ら し い”

みちづく り を推進する 。  

  ・ 令和元年８ 月 「 山形県自転車活用推進計画」 の策定 

  ・ 令和３ 年３ 月 「 山形県自転車ネッ ト ワ ーク 計画」 の策定 

・ 令和４ 年３ 月 「 第２ 次山形県自転車活用推進計画」 の策定 
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② 分かり やすい道路標識の整備 

  県内周遊の利便性向上、 非幹線道路への大型観光バス 等の進入の抑制等のため、 県外、

国外から の来訪者にも 分かり やすい道路標識の整備を推進する 。  
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